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〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目4番21号�
（ゲートタワービル内）�

総合募集センター�

http://sumai.udc.go.jp/

〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目4番21号�
（ゲートタワービル2階）�

●営業時間／�
午前9時30分～午後6時�
（期間中は毎日営業）�

06（6346）3456

都市公団の賃貸住宅（空家）�快適�安心�

賃貸住宅のお申込みがインターネットでできます。�

お 問 合 せ は �

見学ご希望の方は現地案内所へお越しください。�

現地案内所  19号棟2階�
期間中水曜日を除く毎日営業  午前10：00～午後5：00�

TEL.0798-48-1753

◆アクセス／阪神本線「尼崎センタープール前」駅又は 「武庫川」駅から徒歩約10分。�
◆所 在 地／尼崎市大庄西町4丁目3番�
◆中層5階建　�
�

73,500円～103,800円　�
共益費（月額）�
2,220円�

梅田案内所�

〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号�
（サンパルビル4階）�

●営業時間／�
午前9時30分～午後6時�
（期間中水曜日定休）�

078（251）4075

神戸案内所�

保証人・礼金不要� 敷金は家賃の3ヶ月分� 住まいも設備も安心規格�

家賃�
（月額）�

家賃�
（月額）�

家賃�
（月額）�

ルミエール�
千鳥�

2DK～3LDK�
�

◆アクセス／JR神戸線・JR宝塚線・JR東西線「尼崎」駅下車徒歩約3分。�
◆所 在 地／尼崎市潮江1丁目6番�
◆高層7～14階建　�

94,900円～138,100円　　�
共益費（月額）�
3,200円�

ルゼフィール�
潮江�

1LDK～3LDK

◆アクセス／JR神戸線「立花」駅下車  徒歩約11分。�
◆所在地／尼崎市西難波町1丁目１番�
◆高層8階　�

84,100円～126,600円　�
共益費（月額）�
4,700円�

ルゼフィール�
立花�

1LDK～3LDK

◆アクセス／阪神武庫川線「武庫川団地前」駅下車または�
　　　　　　阪神本線「甲子園」駅から阪神バス約12分、�
　　　　　　「武庫川団地中央」または「武庫川団地南」下車�
◆所 在 地／西宮市高須町1丁目1番、2丁目1番�
◆高層11～25階建�

44,100円～81,100円　�
共益費（月額）�
4,830円�

家賃（月額）�

武庫川�

バルコニー�

物入�物入�

物入� 物入�

洗
面
所�

ト
イ
レ�

廊
下�

押入�

和室�
6畳�

玄関�

台所・食事室・居間�
約18.5畳�

洋室�
約4畳�

P・S

P
・
S

P
・
S

M・B

浴室�

棚�

共用廊下�

洗�

●住戸専用面積／74.11㎡�
●バルコニー面積／11.06㎡�

人
気
の
阪
神
間
で�

暮
ら
そ
う
。�

1DK～3LDK

2ＬＤＫ-BLタイプ�
�

都心に便利な生活充実タウン。�

全戸南向き！�

JR尼崎駅前！�

緑豊かな好環境。�

先着順受付中�

掲載の募集情報は平成15年6月20日現在の空家状況です。�
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国
民
年
金
は
国
の
制
度
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

の
事
務
は
社
会
保
険
事
務
所
（
社
会
保
険
庁
）

が
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
社
会
保
険
事
務
所

は
、
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
を
含
む
公
的

年
金
に
関
す
る
総
合
的
な
相
談
窓
口
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
書

や
前
納
・
口
座
振
替
な
ど
納
付

に
関
す
る
事
務
、
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
に
つ
い
て
の
事
務

も
、
社
会
保
険
事
務
所
が
取
り

扱
っ
て
い
ま
す
。
西
宮
市
の
管

轄
は
、
西
宮
社
会
保
険
事
務
所

（
津
門
大
塚
町
８
―
２６
）で
す
。

来
所
・
電
話
相
談
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
来
所
相

談
希
望
者
は
、
事
前
に
用
意
す

る
書
類
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

電
話
相
談
の
場
合
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
の
た
め
回
答
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】
各
種
年
金
に

関
す
る
一
般
的
な
相
談
…
《
０

７
９
８
・
３
３
・
１
２
８
５
》、

保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
相
談

…
《
０
７
９
８
・
３
７
・
２
２

８
４
》

【
相
談
時
間
】
本
人
の
記
録

に
つ
い
て
の
相
談
…
午
前
９
時

〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時
半

▽
そ
の
他
の
一
般
的
な
質
問
や

相
談
…
午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時
１５
分

【
交
通
】
阪
急
「
阪
神
国
道

駅
」
下
車
徒
歩
約
１
分
、
Ｊ
Ｒ

「
西
ノ
宮
駅
」
下
車
徒
歩
約
１０

分
、
阪
神
バ
ス
「
北
今
津
」
下

車
徒
歩
約
１
分

【
社
会
保
険
庁
の
年
金
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
】http

://

w
w
w
.n
e
n
k
in
.g
o
.jp
/

国
民
年
金
に
関
す
る
事
務
の

一
部
は
、
市
が
取
り
扱
っ
て
い

ま
す
（
左
表
参
照
）
。

各
手
続
き
に
必
要
な
書
類
等

は
事
前
に
年
金
課
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
�
０
７
９
８
・
３
５

・
３
１
２
４
）
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
各
支
所
・
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
も
手
続
き
で

き
ま
す
。

所
得
が
低
い
、
失
業
な
ど
で

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

は
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ

ま
す（
全
額
も
し
く
は
半
額
）。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
は
、

前
年
の
所
得
が
基
準
と
な
る
た

め
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

免
除
の
対
象
に
な
る
期
間
は
、

申
請
さ
れ
た
月
の
前
月
ま
た
は

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

平
成
１５
年
度
も
引
き
続
き
申
請

す
る
人
は
、
８
月
末
ま
で
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】
免
除
を

申
請
す
る
人
の
年
金
手
帳
、
認
め
印
、

離
職
を
確
認
で
き
る
書
類
な
ど

【
問
合
せ
先
】
市
年
金
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
１
２
４
）

○国民年金第１号被保険者（※）の加
入届および転入届

○保険料の免除、学生納付特例の申請
○任意加入の手続き
○老齢基礎年金の請求（国民年金第１
号被保険者期間のみを有する人）

○障害基礎年金の請求（初診日が①国
民年金第１号被保険者期間②２０歳前
③６０歳以上６５歳未満の人）
○遺族基礎年金の請求（死亡日が国民
年金第１号被保険者期間の人）

○寡婦年金・死亡一時金の請求
○障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦
年金を受けている人が亡くなられた
ときの届け出

○老齢福祉年金を受けている人の住所
・支払郵便局等の変更届および亡く
なられたときの届け出

※第１号被保険者…自営業・学生・無職
の人など厚生年金や共済組合に加入し

ていない２０歳以上６０歳未満の人

市
独
自
の
制
度
と
し
て
、
市

内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
ん

で
い
る
障
害
者
や
遺
児
に
市
民

福
祉
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

に
つ
い
て
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。《

障
害
福
祉
金
》

対
象
は
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
軽
度
以
上
の
判
定

書
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

※
既
に
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
て
申
請
が
ま
だ
の
人

は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
《
遺
児
福
祉
金
》

対
象
は
１８
歳
未
満
の
児
童

（
高
校
な
ど
に
在
学
中
の
と
き

は
２０
歳
未
満
）
で
、
両
親
ま
た

は
父
か
母
が
い
な
い
状
態
か
、

父
ま
た
は
母
が
重
度
障
害
の
人

年金課では児童手当や児童扶養手
当、市民福祉金などに関する事務を
行っています。制度それぞれに支給
要件が異なりますので、該当すると
思われる人は年金課（０７９８・３５・３１９０）
へご相談ください。

１級月額
（現 行）５万１５５０円

↓
（改定後）５万１１００円

２級月額
（現 行）３万４３３０円

↓
（改定後）３万４０３０円

手当額の改定は本年
４月分から対象になり
ますが、実際に改定額
が支給されるのは８月
支給分（４月～７月分）
からになります。今回
の改定は平成１３年と１４
年の全国消費者物価指
数の比率を基準にし
て、年金等の額の改定
等に関する政令が施行
されたことにともなう
ものです。

子
ど
も
の
健
全
な
成
長
を
願

っ
て
児
童
手
当
な
ど
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

《
児
童
手
当
》

対
象
は
義
務
教
育
就
学
前
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
。
支

給
期
間
は
６
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
ま
で

《
児
童
扶
養
手
当
》

対
象
は
、
父
と
の
死
別
（
遺

族
年
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
い

と
き
）
や
父
母
の
離
婚
な
ど
で

父
と
生
計
を
と
も
に
で
き
な
い

か
、
重
度
障
害
な
ど
の
父
を
も

つ
児
童
の
母
か
養
育
者
。
支
給

期
間
は
、
１８
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
ま
で

《
特
別
児
童
扶
養
手
当
》

対
象
は
障
害
程
度
が
中
度
以

上
の
２０
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

す
る
人

５
月
末
に
受
給
者
へ
現
況
届

用
紙
を
送
っ
て
い
ま
す
。
現
況

届
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
支

給
が
保
留
に
な
り
ま
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
年
金
課
へ
問
合
せ

を
。国

民
年
金
の
制
度
的
な
理
由

で
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎

年
金
な
ど
を
受
け
ら
れ
な
い
外

国
籍
の
人
な
ど
の
高
齢
者
や
重

度
障
害
者
に
、
市
独
自
の
制
度

と
し
て
「
外
国
人
等
高
齢
者
・

重
度
障
害
者
特
別
給
付
金
」
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

健
全
な
成
長
を
願
い

年年
金金
にに
関関
すす
るる
相相
談談
・・
問問
合合
せせ
はは

問合せは市役所年金課へ

ご存じですか？
様々な手当や給付

児
童
手
当
・

児
童
扶
養
手
当
な
ど

西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西
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一部の事務は市が
取り扱っています

保険料の免除申請など

児
童
手
当
の
現
況
届

様々な子育て支援制度があります

提
出
が
ま
だ
の

人
は
至
急
届
出
を

特別児童扶養手当の
支給額が変更されます

みんなの将来を支える
年金制度

保
険
料
の
免
除
は

毎
年
申
請
が
必
要
で
す

８月支給分から実施

８
月
末
ま
で
に
！

西宮社会保険事務所（西宮社保）の周辺地図

現在年金を受けている人の
相談も社会保険事務所へ�

障
害
者
や
遺
児
に

外
国
人
等
の
高
齢
者
や

重
度
障
害
者
に

市が取り扱っている事務

市
民
福
祉
金

特
別
給
付
金

平成１５年（２００３年）７月１０日 （４）


